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日  絹  月  報  
令和２年１０月号 第５２０号 

発行：一般社団法人日本絹人繊織物工業会 

日本絹人繊織物工業組合連合会  

Tel ０３－５２４４－４２４３ 

                     URL http://www.kinujinsen.com  
 

  本号の主なニュース 

１．第１３５回通商問題委員会の開催 

２．「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に

関する法律等の一部を改正する法律」（中小企業成長促進法）の施行 

３．令和３年度経済政策の重点、概算要求・税制改正要望について 

４．下請取引適正化推進月間の実施について 

５．「令和２年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」

を閣議決定 

 

 

◇ 第１３５回通商問題委員会の開催 ◇ 

 

第１３５回通商問題委員会が９月２日（水）に開催され（１）日本の繊維貿易の現状（２）

各国とのＥＰＡ交渉状況（３）ＥＰＡ産業協力の現状等について説明があり意見交換が行われ

た。 

１.日本の繊維貿易の現況について 

（１）輸出入全般の動向 

①２０２０年６月の現況 

円ベースでは、輸出は前年同月比６８.０％、輸入は９６.９％で単月で輸出大幅減、

輸入も若干の減である。（参考：２０２０年５月単月は、輸出７５.５％、輸入１１

５.４％。） 

輸出（円ベース）は、前年同期比で２０１８年通期では１０１.７％、２０１９年

通期では９８.３％であった。２０２０年に入り乱高下しているが、１月～６月では

８７.４％となっている。 

一方、輸入は前年同期比で２０１８年通期では１０６.０％、２０１９年通期では

９７.０％であった。２０２０年に入り、輸出同様に乱高下しているが、1 月～６月

では１００.８％となっている。 

http://www.kinujinsen.com/
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項目 

２０２０年６月 ２０２０年１月～６月 

金 額 前年同月比 金 額 前年同期比 

（百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース （百万円） （百万＄） 円ベース ＄ベース 

輸出 54,804 509 68.0% 68.4% 383,653 3,542 87.4% 88.8% 

輸入 266,068 2,474 96.9% 97.4% 1,989,728 18,401 100.8% 102.6% 

②繊維品別輸出入実績（２０２０年１月～６月累計・前年同期比） 

輸出（円ベース） 輸入（円ベース） 

繊維原料 92.9% 繊維原料 78.2% 

糸類（紡績糸・合繊糸） 81.6% 糸類（紡績糸・合繊糸） 77.7% 

  綿糸 47.3%   綿糸 80.5% 

  毛糸 68.4%   毛糸  55.9% 

  合繊糸 82.5%   合繊糸 80.6% 

織物 80.9% 織物 80.8% 

 綿織物 72.5%  綿織物 89.8% 

 毛織物 60.8%  毛織物 59.4% 

 合繊織物 78.2%  合繊織物 76.1% 

二次製品 91.9% 二次製品 103.0% 

（２）各国・地域別輸出入の動向 

  ①輸出（２０２０年１～６月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:８７.６％、米州:８６.７％、欧州:８４.７％、中国:

８３.８％、シェアは２７.２％（前年比▲１.２ｐｔ）と１～６月累計では輸出額、シ

ェア共に減であるが、特に輸出額は大幅減である。 

アセアン:８５.６％、シェアは２５.０％（前年比▲０.６ｐｔ）。輸出増でシェア

共に減である。 

２０２０年１月～６月累計で、前年同期対比１００％以上は、台湾１１３.４％、

香港１０１.３％と欧州のその他（ベルギー、スイス等やロシア等の東欧）が１０

３.９％など。 

シェアが安定して伸長していたベトナムの構成比は１２.１％（前年同期比▲０.

５ｐｔ）と低調。 

  ②輸入（２０２０年 1月～６月累計 前年同期比（円ベース）） 

東南アジア（中国含む）:１０３.１、米州:８７.９％、欧州:７６.２％、 

中国:１０９.９％、シェアは５９.１％（前年比＋４.９ｐｔ）と５月以降、好調で

ある。 

アセアン:９６.５％、シェアは２６.７％（前年同期比▲１.２ｐｔ）と輸入額・シ

ェア共に減である。 
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１月～６月累計で前年同期対比１００％以上は中国の１０９.９％以外に、香港

１２８.３％、ベトナム１００.５％、ミャンマー１０４.７％などである。 

ベトナムのシェアは１２.９％（前年同期比▲０.１ｐｔ）と伸び悩んでいる。 

２.次回日程について 

   第１３６回通商問題委員会は、１１月１０日（火）１４時～ 

 

 

◇ 「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に 

関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)の施行 ◇ 

 

令和２年９月１５日 

経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

 

 第２０１回通常国会において成立した「中小企業の事業承継の促進のための中小企業

における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」（中小企業成長促

進法）を施行するための関係政令が閣議決定されました。これを踏まえ、同法は一部を

除き、令和２年１０月１日に施行されます。 

 

１．改正法について 

中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開

を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者

特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものです。 

２．閣議決定された政令の概要 

（１）中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する

法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

中小企業成長促進法の施行期日を令和２年１０月１日（一部は令和３年４月１日）

（※）と定めるものです。 

（※）みなし中小企業者への日本公庫及び沖縄公庫による貸付けの特例等に関する施行期日

は令和３年４月１日としています。 

（２）中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する

法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 

    中小企業成長促進法の施行により、異分野連携新事業分野開拓計画、地域産業資

源活用事業計画などを廃止すること等に伴い、「中小企業等経営強化法施行令（平

成１１年政令第２０１号）」その他の関係政令の整理を行うものです。 
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３．今後の予定 

令和２年９月１６日（水曜日）公布 

令和２年１０月１日（木曜日）施行 

令和３年４月１日（木曜日）施行（上記（※）部分） 

 

関連資料 

中小企業成長促進法について （PDF 形式：1,256KB）  

整理政令要綱（PDF形式：70KB）  

整理政令理由（PDF形式：95KB）  

新旧対照条文（整理政令）（PDF形式：207KB）  

参照条文（整理政令）（PDF形式：1,023KB）  

施行日政令要綱（PDF形式：25KB）  

施行日政令理由（PDF形式：34KB）  

法律要綱（PDF形式：127KB）  

参照条文（施行日政令）（PDF 形式：44KB）  

 

担当 

中小企業庁 事業環境部 企画課長 神崎 

担当者：行廣、齊籐、北川 

電話：０３-３５０１-１５１１（内線５２３１） 

０３-３５０１-１７６５（直通） 

０３-３５０１-７７９１（ＦＡＸ） 

 

 

◇ 令和３年度経済政策の重点、概算要求・税制改正要望について ◇ 

 

令和２年９月３０日 

経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

 

令和３年度経済政策の重点のうち、地域・中小企業・小規模事業者関係の概算要求等

のポイントは、以下のとおり。 

 

基本的な課題認識と対応の方向性 

・新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けた中小企業・小規模事業者

の事業継続を強力に支援するため、令和２年度第一次及び第二次補正予算において、

https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-4.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-4.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-5.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-5.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-6.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-6.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-7.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-7.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-8.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-8.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-9.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-9.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-2.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-4.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-5.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-6.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-7.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-8.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-9.pdf
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持続化給付金・家賃支援給付金・持続化補助金の支給や実質無利子融資・資本性資金

供給等の資金繰り対策といった危機対応を実施。 

・令和３年度当初予算では、①「事業承継・再生等の新陳代謝の促進」、②「研究開発・

海外展開等を通じた生産性向上による成長促進」、③「中小企業等のデジタル化の推

進」に取り組み、コロナ危機の克服及び危機を契機とした構造転換による低成長から

の脱却を図る。 

・加えて、④「経営の下支え、事業環境の整備」、⑤「災害からの復旧・復興、強靭化」

にも粘り強く取り組む。 

 

① 事業承継・経営資源集約化・再生等の新陳代謝の促進 

・ 経営者の高齢化が進む中、事業承継は喫緊の課題。親族内・第三者承継を総合的に支

援する体制を整備し、プッシュ型の支援に転換。 

・ また、事業承継等を契機とした経営革新に挑戦する中小企業を後押しするため、事業

承継補助金を措置し、承継を機縁とした成長促進を強力に支援。 

・ ウィズコロナ／ポストコロナ社会に向けた新たな成長を促すため、経営資源の集約

化を後押しするための税制を創設し、包括的かつ集中的な取組を実施。 

・ コロナ危機により中小企業再生支援協議会に対する相談が急増、再生計画策定の要

望に十分に応じられるよう体制を拡充する。 

○事業承継総合支援事業        【１４２.８億円（７５.１億円）の内数】 

・事業引継ぎ支援センターに事業承継ネットワークを統合。事業承継ニーズの掘り

起こしを実施し、事業承継計画の策定支援・専門家派遣等の事業承継に関する総

合的な支援を実施。 

○事業承継・世代交代集中支援事業             【２７.０億円（新規）】 

・事業承継・事業再編を契機とした設備投資や第三者承継時の専門家活用費用等を

補助する事業承継補助金を措置するとともに、後継者選定後の教育に関する実証

事業（事業承継トライアル実証事業）を実施。 

○中小企業の経営資源集約化促進                    【新設】 

・ウィズコロナ/ポストコロナ社会に向けて、地域経済・雇用を担おうとする中小

企業の経営資源の集約化（統合等）を支援するため、必要な措置を要望。 

○中小企業再生支援事業        【１４２.８億円（７５.１億円）の内数】 

・中小企業再生支援協議会によるコロナ危機の影響を受けた中小企業の再生計画

の策定支援等。 

 

② 研究開発・海外展開等を通じた生産性向上による成長促進 

・ 事業化計画の磨き上げを含め研究開発を支援し、技術力に秀でた中小企業のビジ

ネス展開を促進。 
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・ 海外展開支援は中小企業の生産性向上にとって重要。特にコロナ後の海外展開で

重要となる越境ＥＣ等を活用し、時代に即応した海外進出を強力に支援。 

○戦略的基盤技術高度化・連携支援事業（サポイン事業）【１４７.０億円 

（１３１.２億円）】 

・ものづくり基盤技術に関する研究開発支援（３年間最大９,７５０万円）。高い

技術的優位性がある一方、事業化に向けた計画に見直しの余地がある案件につい

て、事業化計画の磨き上げ支援を行い、十分な見直しが図られたものを採択する

新たな取組を実施。 

○ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業         【１０.６億円（１０.０億円）】 

・中小企業による越境 EC やクラウドファンディングを活用した海外展開や、コロ

ナ危機を契機とした新事業展開を図る取組を支援。 

  ○中小企業生産性革命推進事業（中小機構運営費交付金）【３,６００億円 

＜Ｒ１補正＞】 

・設備投資、販路開拓、ＩＴの導入を補助するなど、中小企業の生産性向上に資する

継続的な支援を実施。 

 

③ 中小企業等のデジタル化の推進 

・データを活用した中小企業の研究開発を促進し、デジタル技術活用を推進。 

・デジタルを活用した地域企業・産業の競争力強化と、若者を中心とした人材の地

方移動支援等を実施。 

・政府の中小企業向け支援サイトであるミラサポｐｌｕｓの拡充等も実施。 

 

○ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業（ものづくり補助金） 

【２１.５億円（１０.１億円）】 

・複数の中小企業がデータを共有し生産性の向上を図る取組や、中小企業が共通

システムを導入しデータを共有・活用することでサプライチェーン全体を効率

化する取組等を支援。 

○地域未来デジタル・人材投資促進事業          【３０.０億円（新規）】 

・地域未来牽引企業等を中心とした地域経済を牽引する企業のデジタル化を支

援し、地域における高生産性・高付加価値企業の強化・創出を行うとともに、

若者人材の地域企業への移動を支援。 

 

④ 経営の下支え、事業環境の整備 

・中小企業の取引条件の改善を図り「しわ寄せ」を防止することで、大企業と中

小企業が共に成長できる環境整備に取り組む 
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・ 中小企業の相談対応（よろず支援拠点）や経営指導（経営発達支援計画）、

資金繰り支援（政策金融・信用保証制度・マル経融資等）、小規模事業者支援

（自治体連携型補助金等）、消費税転嫁対策等に引き続き取り組む。 

○中小企業取引対策事業              【１０.０億円（９.８億円）】 

・中小企業等の取引上の問題解決に向けた専門家や弁護士による相談を行う下

請かけこみ寺事業等を実施。 

 

⑤  災害からの復旧・復興、事前の備え 

・ 東日本大震災、令和２年７月豪雨からの復旧・復興について引き続き支援策 

を措置。 

・ 近年多発する自然災害等に対する中小企業の事前対策の取組を強力に支援し、

中小企業の強靭化を図る。 

○なりわい再建支援事業 【２７５.７億円】 （令和２年度予備費で措置済み） 

○中小企業強靭化対策事業【中小機構運営費交付金１９４.１億円 

（１７５.５億円）の内数】 

・中小企業の自然災害等への事前対策を促進するため、「強靭化支援人材」を機

構の地域本部に配置し、相談体制を整備。 

 

 

◇ 下請取引適正化推進月間の実施について ◇ 

 

令和２年１０月１日 

中 小 企 業 庁 

公 正 取 引 委 員 会 

 

中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防

止法（以下「下請法」という。）の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小

企業振興法（以下「下請振興法」という。）に基づく振興基準の遵守を指導すること等を

通じ、その推進を図っています。特に、毎年１１月を「下請取引適正化推進月間」とし、

下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。本年度は以下の取組を行います。 

 

１.普及・啓発事業 

１．下請取引適正化推進講習会の開催（公正取引委員会との連携事業） 

全国（３２会場）において、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下請法及び

下請振興法の趣旨・内容を周知徹底します。 

２．適正取引講習会（テキトリ講習会）の開催（中小企業庁独自事業） 



 ８ 

日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙に解決します。親事業者と

下請事業者の適正な取引の推進を図るため、インターネットを活用したオンライ

ン形式での講習会の実施等により，下請法等の普及・啓発を行います。 

３．下請かけこみ寺の利用促進（中小企業庁独自事業） 

「下請かけこみ寺」（全国４８ヶ所に設置）では、中小企業の皆さんが抱える取引

上の悩み相談を受け付けております。問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士

がアドバイスを行います。 

詳しくはこちら 

中小企業庁 下請かけこみ寺 

４．広報誌等への掲載・掲示（公正取引委員会との連携事業） 

ホームページ、メールマガジンを通じた広報。都道府県や中小企業関係団体、事

業者団体等の機関誌等を通じた広報 

 

２.令和２年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語 

（公正取引委員会との連携事業） 

下請取引を行っている事業者に「下請取引適正化推進月間」を認知して頂くことを

目的として、キャンペーン標語の一般公募を行ったところ、全国から１９２点の御応

募がありました。その中から、公正取引委員会における厳正な審査の結果、入選作品

５点を選定し、その中から、キャンペーン標語となる特選作品を決定しました。 

キャンペーン標語は、下請取引適正化推進講習会テキストの表紙などに使用するほか、

全国各地で実施する下請取引適正化推進講習会で紹介することにより、事業者のコン

プライアンス向上に資するよう幅広く活用します。 

 

【特選作品】 

叩くのは 価格ではなく 話し合いの扉（野上 宗幹さん・東京都） 

【入選作品】 

適正な 価格で築く 相互の信頼（石村 知夏さん・大阪府） 

下請の 高い技術を守るのは 親事業者の適正対価（中島 毅俊さん・神奈川県） 

求める品質 応じる対価 継続しよう適正取引（森原 武さん・神奈川県） 

押し付けず みずから取り組む 適正取引（藤谷 可奈子さん・秋田県） 

 

関連資料 

令和２年度下請取引適正化推進講習会の開催場所等について（PDF形式：98KB）  

 

担当 

中小企業庁事業環境部 取引課長 亀井 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kakekomi.htm
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担当者：寺田、泉 ※本資料に関するお問い合わせ先 

浅田、羽柴 ※「１.普及・啓発事業 (２)、(３)」に関するお問い合わせ先 

電話：０３-３５０１-１５１１（内線５２９１～７） 

０３-３５０１-１６６９（直通） 

０３-３５０１-６８９９（ＦＡＸ） 

 

 

◇ ｢令和２年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針｣を閣議決定  ◇ 

 

令和２年１０月２日 

経 済 産 業 省 

中 小 企 業 庁 

 

「中小企業等経営強化法」に基づく中小企業技術革新制度における「令和２年度中小

企業・小規模事業者等に対する特定補助金等※の交付の方針」を閣議決定しました。 

※「特定補助金等」とは、国や独立行政法人等の研究開発予算のうち、中小企業・小規模事業者等が研究開

発及びその成果を利用した事業活動に活用できるものとして国が指定した補助金、委託費等のことです。 

 

 

１．制度の概要 

中小企業・小規模事業者等に対する研究開発予算の支出拡大及び研究開発成果の事業化

支援のため、「中小企業等経営強化法」に基づき、以下の内容を、平成１１年度から毎

年度「中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針（以下「特定補助

金等の交付の方針」という。）」として閣議決定しています。 

１． 国等の研究開発予算の中小企業・小規模事業者等向け支出目標額 

２．中小企業・小規模事業者等が特定補助金等を活用して開発した成果の事業化に向

けた支援措置等 

２． 令和２年度「特定補助金等の交付の方針」のポイント（新規・拡充項目） 

１．関係省庁の協力を得て、国等の研究開発予算における中小企業・小規模事業者  

等向け支出目標額を、過去最高額の４６３億円とします。 

２．経営に関する相談対応や迅速な概算払等の執行の弾力化など、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者等が特定補助金等の交付をでき

る限り受けられるよう努めます。 

３．大企業との取引において知的財産を保護できるよう、遵守すべきガイドライン等

の策定の検討を行うとともに、補助金等申請の際、知財戦略の記載を求めるなど、

知財戦略意識の向上を図ります。 
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４．補助金申請システム「Ｊグランツ」の活用や、法人共通認証基盤「ＧビズＩＤ」の

更なる普及に取り組みます。 

 

関連資料 

令和２年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針について

（PDF形式：261KB）  

 

担当 

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課長 横田 

担当者：津田、秋間、佐々木 

電話：０３-３５０１-１５１１（内線５３５１～５３５５） 

０３-３５０１-１８１６（直通） 

０３-３５０１-７１７０（ＦＡＸ） 

 

 

動 向  

 

９月 ２日 日本繊維産業連盟 第１３５回通商問題委員会 

９月２５日 当会 資産運用検討委員会、正副会長・正副理事長会議 

１０月２０日 ケケン試験認証センター ２０２０年度第２回理事会 

１０月２３日 当会 日絹工業会・日絹連合会 理事会 

 

 

会議予定 

 

☆ 日本繊維産業連盟 第１３６回通商問題委員会 

１１月１０日（火）１４時 ～ １６時 於：繊維会館７Ｆ 

☆ 経済産業省 和装振興協議会 

１１月１９日（木）１５時 ～ １７時 於：未定 

☆ 日本繊維産業連盟 常任委員会 

１２月 ７日（月）１３時３０分 ～ １６時 於：YOUITO 日本橋室町野村ビル 5F 

☆ 日本繊維産業連盟 繊維産業技能実習事業協議会(第１０回)及び取引適正化推進委員会 

１２月 ７日（月）１６時 ～ １７時 於：YOUITO 日本橋室町野村ビル 5F 

☆ 日本繊維産業連盟 令和３年総会 

１月１４日（木）１４時 ～ １７時 於: 東京プリンスホテル 

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201002002/20201002002-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201002002/20201002002-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201002002/20201002002-1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201002002/20201002002-1.pdf
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イベント 

 

☆ 丹後ちりめん創業３００年 ＳＩＬＫ ＷＥＥＫＳ ＩＮ ＴＡＮＧＯ 

  ＴＡＮＧＯ ＴＥＸＴＩＬＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

１０月２１日（水）～ １１月１日（日）【展示 一般公開】 

    １０時 ～ １７時 

会 場：丹後織物工業組合 特設会場 

 

☆ 第１１８回博多織求評会 

１１月１１日（水）～ １３日（金） 【審査会】 

１１月１４日（土）１０時 ～ １７時【一般公開】 

１１月１５日（日）１０時 ～ １５時【一般公開】 

会 場：萬松山 勅賜 承天禅寺 

 

☆ 十日町・塩沢・小千谷 越後にいがた 染と織の逸品展 

【京都会場】 

１１月１７日（火）１４時３０分 ～ １７時 

１１月１８日（水） ９時 ～ １７時 

１１月１９日（木） ９時 ～ １３時３０分 

会 場：丸池藤井ビル ３Ｆ 

 【東京会場】 

１１月２４日（火）１１時 ～ １７時 

１１月２５日（水） ９時 ～ １６時 

会 場：綿商会館 ４、５Ｆ 

 

☆ ＪＦＷ ＪＡＰＡＮ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ２０２１ 

１１月１８日（水）１０時 ～ １８時３０分  

１１月１９日（木）１０時 ～ １８時  

会 場：東京国際フォーラム ホール Ｅ１ 

 

☆ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ ２０２１ Ａｕｔｕｍｎ/Ｗｉｎｔｅｒ 

１１月１８日（水）１０時 ～ １８時３０分  

１１月１９日（木）１０時 ～ １８時  

会 場：東京国際フォーラム ホール Ｅ２ 
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☆ 「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｏｂｓｅｒｖａｔｏｒｙ」ａｔ Ｍｉｌａｎｏ Ｕｎｉｃａ ２０２２ Ｓｐｒｉｎｇ/Ｓｕｍｍｅｒ 

２月 ２日（火）～ ４日（木）９時 ～ １８時３０分 

会 場：イタリア ミラノ ロー フィエラ ミラノ 

 

 

官公庁・団体からの案内情報 

 《 厚生労働省 》 

  ・働き方・休み方改革シンポジウム 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/seminar/ 

・化学物質のリスクアセスメントの実施 

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm 

  ・年次有給休暇取得促進特設サイト 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokus

hin/ 

 《 厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会 》 

  ・「しわ寄せ防止」特設サイト 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/ 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/seminar/
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
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